高槻市配食サービス事業者物価高騰対策支援金　募集要項

１　事業の目的
令和７年度の物価高騰の影響により、調理が困難な高齢者や重度の障がい者の栄養改善と安否確認を目的として実施している配食サービス事業者に対して、支援金を交付します。


２　対象事業
　　高槻市に在住する調理が困難な高齢者または重度の障がい者に対して次の各号のすべてに該当する配食サービス事業を言います。
(1)　地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドラインを遵守し、主に在宅での摂取用として主食、主菜及び副菜の組み合わせを基本とする、１食分を単位とした調理済みの食事を継続的に宅配すること。
(2)　配食サービス事業対象者に対して、自宅を訪問する際に弁当を配達し、安否確認を行うこと。また健康状態に異常等が認められた場合は関係機関への連絡を行うなど、安否確認の体制が整備されていること。


３　対象事業者
　　２の対象事業を行っており、かつ、次の要件のすべてに該当する事業者が対象です。
(1)　高槻市に本社を置き、配食サービス事業にかかる調理、配達及び安否確認の一連の流れすべてを高槻市にある事業所で行っている事業者。
(2)　令和７年４月１日において対象事業の事業実績が１年以上あり、申請日現在も継続していること。
(3)　令和６年度において、対象事業配食数が３，０００食を超える事業者。
(4) 代表者、役員及び従業員が高槻市暴力団排除条例（平成25年12月19日高槻市条例第33号）第２条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。


４　交付額・交付上限額
　　支援金の額は、対象事業の令和6年度における年間配食数に応じて金額が
変わります。
(1)　３，０００食以上５，０００食以下の事業者　　　　２３万円
(2)　５，００１食以上１０，０００食以下の事業者　　　４５万円
(3)　１０，００１食以上１５，０００食以下の事業者　　６８万円
(4)　１５，００１食以上２０，０００食以下の事業者　　９０万円
(5)　２０，００１食以上の事業者　　　　　　　　　　１２０万円


５　募集期間
[bookmark: _GoBack]令和７年１２月１９日（金）～令和８年１月１６日（金）
※当日福祉相談支援課に必着


６　申請方法（※募集期間内に申請してください）
(1) 申請書の入手から提出までの流れ
1 市ホームページからダウンロードもしくは福祉相談支援課において配布。
2 申請書類等を作成し、添付書類を準備する。
3 申請書類等一式を揃えて、申請する。

(2) 提出書類（①～⑥の番号順に並べて御提出をお願いいたします。）
1 （様式第１号） 高槻市配食サービス事業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書
2 （様式第２号）要件確認申立書
3  令和６年度の対象事業の配食数が確認できる書類
4 [bookmark: _Hlk106044755] 高槻市の事業所において、調理や配達、安否確認を行っていることがわかる書類
5 本社を高槻市に置き、令和７年４月１日時点で１年以上の事業実績があり、申請日現在も継続していることがわかる書類
6  その他　

(3) 提出部数 各１部
〔留意事項〕
・　書類は原則としてＡ４サイズで統一し、左上１箇所でクリップ留めしてください。
・　御提出いただいた書類は、原則返却いたしませんので、税申告等で原本が必要な書類については必ずコピーを提出してください。


７ 審査・交付決定
(1) 審査方法
・　本補助金の審査は書面により行いますので、提出資料の不備や不足がないよう御注意ください。
・　提出書類の不備や不足があった場合は補正や提出をお願いすることがあります。その場合は速やかにご対応ください。

(2) 交付決定
・ 全ての申請者に対して、交付又は不交付の決定通知を送付します。


８ その他
(1) 主な留意事項
・　要件に該当しない事実や虚偽・不正等が判明した場合交付決定を取り消します。
・　市長から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じる必要があります。
 

【お問合せ先】
高槻市健康福祉部福祉事務所福祉相談支援課
住所：高槻市桃園町２番１号
電話：０７２－６７４－７１７１
　　  受付時間：８：４５～１７：１５（土日祝、年末年始除く）
